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総社市規則第４３号 

 

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則 

 

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則（平成１７年総社市

規則第５０号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，市長又はその補助機関が処分をする場合に，行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第８２条第１項並びに行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項及び第

２項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について，別に定めるものを除くほか，そ

の標準を定めるものとする。 

（標準） 

第２条 前条の教示の文の標準は，別記のとおりとする。 

   附 則 

この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

別記（第２条関係） 

第１ 処分に対して不服申立て及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合 

１ この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇

月以内に，総社市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については，上記１の審査請求のほか，この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に，総社市を被告として（訴訟において総社市を代表する者は総社市長となりま

す。），処分の取消しの訴えを提起することができます。なお，上記１の審査請求をした場合には，

処分の取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

箇月以内に提起することができます。 

３ ただし，上記の期間が経過する前に，この処分（審査請求をした場合には，その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は，審査請求をすることや処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。なお，正当な理由があるときは，上記の期間やこの

処分（審査請求をした場合には，その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる

場合があります。 

第２ 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合 

１ この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇

月以内に，総社市長に対して審査請求をすることができます。 

２ 処分の取消しの訴えについては，上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起するこ

とができません。この処分の取消しの訴えは，この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に，総社市を被告として（訴訟において総社市を代表する者は総社市長となります。），

提起することができます。 

なお，次のいずれかに該当する場合は，この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

(１) 審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分，処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし，上記の期間が経過する前に，この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場

合は，審査請求をすることができなくなり，また，審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は，処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正

当な理由があるときは，上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起



算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。 

第３ 審査請求及び再調査の請求のいずれもできる場合で，かつ，審査請求を経た後でなければ取消訴

訟の提起ができない場合 

１ この処分について不服がある場合は，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇

月以内に，総社市に対する再調査の請求又は総社市に対する審査請求のいずれかの不服申立てをす

ることができます。 

なお，再調査の請求をした場合は，当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ，審査

請求をすることはできませんが，次のいずれかに該当する場合は，この決定を経ずに審査請求をす

ることができます。 

(１) 再調査の請求をした日の翌日から起算して３箇月を経過しても，総社市が当該再調査の請求に

つき決定をしないとき。 

(２) その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

２ 処分の取消しの訴えについては，上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起するこ

とができません。この処分の取消しの訴えは，この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６箇月以内に，総社市を被告として（訴訟において総社市を代表する者は総社市長となります。），

提起することができます。 

なお，次のいずれかに該当する場合は，この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

(１) 審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分，処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし，上記の期間が経過する前に，この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場

合は，審査請求をすることができなくなり，また，審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は，処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお，正

当な理由があるときは，上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起

算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。 

備考 

処分の形式又は内容に応じて，必要な修正を行うものとする。 


